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          本年もどうぞよろしくお願いします。 

 橋北地区市民センター  職員一同 

 

 

 

  ★日 時  ２月４日（木）１０：００～１３：００ 

  ★場 所  橋北地区市民センター２階  調理室 

  ★定 員  ２０名 

  ★材料費  ５００円（当日集金します） 

  ★持ち物  エプロン・三角巾・布きん・筆記用具 

  ★講 師  四日市市食生活改善推進協議会会員 

  ★申込み  １月１２日（火）から受付します。定員になり次第締め切らせて 

いただきます。 

 ≪申込み・問合せ先≫ 橋北地区市民センター ℡３３１－３７８７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

メニューは 

次回お知らせに掲

載します。 

 

 

朝夕の通勤ラッシュ時、混雑を避けて脇道へ入る自動車が多数見られます。制限 

速度を守っていただくよう自治会・市においてもゾーン３０規制の道路標示やチラシ 

による啓発活動も行っておりますが、徒歩通行される方においても事故等に遭わない 

よう充分な注意を払っていただくようお願いします。 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

○市県民税の申告会場と日時（土・日曜日は除きます） 

  ※市役所へお越しの際は公共交通機関で！ 

 

申告書は郵送などで提出できます 

申告書は｢市民税・県民税の手引き」を参考にして正確に記入してください。作成した 

申告書は､郵送か地区市民センター経由で提出することができます。提出の際は必要書類 

を必ず添付してください。 なお、添付いただいた必要書類の返送をご希望される人は､ 

返信用封筒を同封してください。 

（※詳しくは広報よっかいち 1月下旬号別冊をご覧ください） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会    場 期    日 時    間 

橋北地区市民センター 

２階 会議室 
２月１５日（月） ９：００～１４：３０ 

市役所（２階 市民税課） ３月８日(火)～１５日(火) ９：００～１６：００ 

 

 

今年も市県民税、所得税の申告時期となりました。必要書類などの準備はお済みでしょうか。 

申告書はご自身で記入し、提出してください。市県民税の申告期限、所得税の申告・納付期限

は３月１５日（火）です。        

 

市県民税の申告書（オレンジ色の封筒）の人は市役所または地区市民センターなどへ 



 

 

   “みんなでつくろう よりよい環境”～かしこい選択 わたしにできること～ 

☆日 時 １月２２日（金）～１月２４日（日）１０：００～１７：００ 

 ☆会 場 近鉄百貨店 四日市店１１階 近鉄アートホール 

 ☆内 容 【展示】 

   ※なお、上記以外に手芸、袋物の実演もあります。（実演参加には、材料費３００～７００円程度が必要）        

※他にステージイベントもあります。 

 ≪問合せ先≫ 市民生活課 市民・消費生活相談室 ℡３５４－８１４７ 

            四日市消費者協会         ℡３５７－５０６９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  （再掲載） 

マイナンバー制度に便乗して、口座番号を聞き出そうとしたり、個人情報の削除を持ち掛けたりする、不

審な電話や訪問に関する相談が増加しています。最近では、「あなたのマイナンバーが漏れている」などと

して別の怪しいサイトへ誘導する、不審なメールに関する相談も寄せられています。 マイナンバー関連を

うたうメールが送られてきても、自分の勤務先など送付者が明らかなものを除き、安易に開封せず、記載さ

れたサイトのアドレスに安易にアクセスしたり、相手に連絡を取ったりしないようにしましょう。 

また、市役所等の公的機関の職員が、マイナンバーの通知や手続きに関して、家族構成や年金の情報、

口座番号等を聞くことはありません。金銭を要求することもありませんので、決して支払わないようにし

てください。 

 

 

 

          ≪問合せ先≫  市民・消費生活相談室  ℡３５４－８１４７ 

 

① 環境コーナー 電気とガス器具の上手な使い方展示ほか 

② 食コーナー 食の地産地消についてのパネル展示や水沢茶・牛乳の試飲ほか 

③ 防災・防犯・住コーナー 
非常用飲料水袋・住宅用火災警報器など防災関連展示、防犯活動 

の紹介ほか 

④ 金融・相談コーナー 
くらしと金融、知って安心な消費生活のための展示と啓発のほか、 

行政相談委員による無料相談（予約不要）も行います。 

 

 

市民窓口サービスセンター（近鉄四日市駅高架下）はシステム調整のため、下記の日程は臨時

休業させていただきます。皆様にはご迷惑をおかけしますがご理解・ご協力をお願いします。 

   

 

≪問合せ先≫  市民課                ℡３５４－８１５２  

           市民窓口サービスセンター  ℡３５９－６５２１ 

 

２月６日（土）・７日（日）  終日 

 

市民・消費生活相談室  相談専用電話３５４－８２６４ 

   ※相談時間：月～金 ９：００～１２：００   

１３：００～１６：００ 

 

 

 

不安だな、心配だな、 

と思ったら、お気軽に 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    ≪再掲載≫ 

 

 

 

 

 

橋北地区市民センター １０：００～１０：４０ 

滝川公園北駐車場   １０：５０～１１：２０ 

 

 

 

 

 

 

 
 
子育てを地域で支えあう  四日市市ファミリー･サポート・センター 
 
 
 
ファミリー・サポート・センターは、子育てを地域で支えあう会員組織です。 

１０月末現在、総会員数は 1470名を超え、毎月約３００件前後の援助活動が行われて 
います。子育てのお手伝いをする人(援助会員)に特別な資格は必要ありません。あなたの 
力を子育て支援に活かしてみませんか？受講開始から 1年以内に受講を完了すれば、援助 
会員として登録できます。また、子育て、孫育て中の人も日常生活の中で役立つことが多い 
講習内容です。1講座からでも受講できます。 

 場  所 ：四日市市勤労者・市民交流センター 東館３階 
 申込方法 ：電話、FAXにて２月６日(土)までにお申し込みください 
 テキスト代  ：２,０５０円 
 そ の 他 ：保育あり（無料 先着１０名） 

日    時 内    容 

２/１３(土) 
10:00～12:00 
13:00～15:３0 

相互援助活動の趣旨 
小児看護 

２/１４(日) 
10:00～12:00 
13:00～15:00 

子どもの心に寄り添う 
安全で快適な環境づくり 

２/２０(土) 
10:00～12:30 
13:30～15:30 

発達障害について 
その子どもとの接し方 

子どもの病気 

２/２１(日) 
10:00～12:00 
13:00～15:30 

子どもの安全と事故・救急法 
子どもの世話(あそび) 

２/２７ (土) 
10:00～12:00 
13:00～16:00 

子どもの心と身体の発達 
子どもの栄養と食生活 

２/２８ (日) 
10:00～12:00 

 
援助活動を円滑に進めるために・
講習のまとめ 

 
≪申込み･問合せ≫：四日市市ファミリー・サポート・センター  

（NPO法人体験ひろば☆こどもスペース四日市内） 
                    ℡・FAX３２３－００２３ 

 

 

 

◆請求期間  平成３０年４月２日まで 

◆請求窓口  市役所３階  健康福祉課 ℡３５４－８１０９ 


